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■
問
い
合
わ
せ
先

商
工
観
光
課
☎（
48
）2
1
1
2

「
男
女
共
同
参
画
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
in
下
野
市
」
を

開
催
し
ま
す

と
ち
ぎ
つ
ば
さ
の
会
下
野
支
部

で
は
、
男
女
共
同
参
画
事
業
の
一

環
と
し
て
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
左

記
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。
基
調

講
演
の
ほ
か
、
虐
待
被
害
者
保
護

を
運
営
す
る
法
人
代
表
に
よ
る
事

例
報
告
も
あ
り
ま
す
。
皆
様
の
ご

来
場
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

■
日　

時　

1
月
20
日
㈰

午
後
1
時
30
分
開
会

■
場　

所　

道
の
駅
し
も
つ
け

■
第
1
部　

基
調
講
演

・ 

演
題
「
大
人
の
暴
力
と
子
供
の

育
ち
」
〜
あ
な
た
は
子
ど
も
の

叫
び
が
聞
こ
え
ま
す
か
〜

・
講
師　

柳
澤
邦
夫
氏

（
上
三
川
町
立
北
小
学
校
長
）

■
第
2
部　

事
例
報
告

・
Ｎ
Ｐ
Ｏ
「
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
」

理
事
長　

畠
山
由
美
氏

・ 

Ｎ
Ｐ
Ｏ「
サ
バ
イ
バ
ル
ネ
ッ
ト
・

ラ
イ
フ
」

代
表　

仲
村
久
代
氏

■
問
い
合
わ
せ
先

と
ち
ぎ
つ
ば
さ
の
会
下
野
支
部

 

有
野
☎（
53
）0
5
3
7

 

手
塚
☎（
53
）0
7
6
4

 

村
尾
☎（
44
）5
4
1
8

橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
工
事

実
施
に
伴
う
交
通
規
制
の

実
施
に
つ
い
て

下
野
市
で
は
、
今
後
の
橋
梁
の

維
持
管
理
に
お
け
る
方
針
や
修
繕

等
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
定
め
た

「
下
野
市
橋
梁
長
寿
命
化
修
繕
計

画
」
を
平
成
22
年
度
に
策
定
し
ま

し
た
。
こ
れ
ま
で
の
傷
ん
で
か
ら

修
繕
す
る
と
い
う
事
後
保
全
的
な

対
応
か
ら
、
計
画
的
か
つ
予
防
的

な
対
応
に
転
換
し
、
橋
梁
の
長
寿

命
化
及
び
計
画
的
な
修
繕
・
架
け

替
え
を
実
施
す
る
こ
と
で
、
予
算

の
平
準
化
・
コ
ス
ト
縮
減
を
図
ろ

う
と
す
る
も
の
で
す
。

今
年
度
は
こ
の
計
画
に
基
づ
き
、

一
級
河
川
田
川
の
「
境
橋
」、
一

級
河
川
姿
川
の
「
御
使
者
橋
」
の

2
橋
に
つ
い
て
、
修
繕
工
事
を
実

施
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
工
事
実
施
に
伴
い
、

左
記
の
と
お
り
交
通
規
制
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

関
係
の
皆
様
に
は
、
ご
不
便
や

ご
迷
惑
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
が
、

ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

※ 

い
ず
れ
の
工
事
も
契
約
上
の
工

期
は
「
平
成
24
年
12
月
5
日
〜

平
成
25
年
5
月
31
日
」
を
予
定

し
て
い
ま
す
が
、
実
際
に
交
通

規
制
を
予
定
し
て
い
る
期
間
は
、

左
表
の
と
お
り
で
す
。

※ 

各
橋
と
も
、
作
業
内
容
に
よ
り

全
面
通
行
止
め
（
全
て
の
通
行

が
不
可
能
）
と
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

※ 

や
む
を
得
ず
全
面
通
行
止
め
な

ど
の
交
通
規
制
を
実
施
す
る
際

に
は
、
工
事
現
場
付
近
に
予
告

看
板
を
設
置
す
る
と
と
も
に
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
回
覧
な
ど

で
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

建
設
課
☎（
48
）2
1
1
3

くらしの情報

イ
ベ
ン
ト

お
知
ら
せ

募　
　

集

相　
　

談

就　
　

職

一級河川田川　『境橋』
１．箇 所 名：市道1-10号線（谷地賀地内）
２．規制期間：H25.1.10～4.30のうち3か月程度
３．内　　容：片側交互通行
　　　　　　（歩行者・自転車は側道橋で通行可）
４．施工業者：稲葉興業㈱
　　　　　　☎0285-44-0516

一級河川姿川　『御使者橋』
１．箇 所 名：市道2-19号線（川中子地内）
２．規制期間：H25.1.10～4.30のうち3か月程度
３．内　　容：車両通行止め（迂回規制）
　　　　　　（歩行者・自転車は側道橋で通行可）
４．施工業者：㈲藤沼建設
　　　　　　☎0285-48-1398
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